
 

 

 



■大阪府における本事業の健康経営優良法人等への周知について 

 受注者が本事業をスムーズに展開できるよう、発注者において、以下のとおり、健康経営優良法人や健康保険 

組合等に本事業についてのＰＲを行っているところ。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇事業趣旨 

・大阪府では、働く方々を中心としたウェルビーイングの向上を視野に、デジタル技術を活用した「治療・予防ア

プリ等※」の普及のため、これらの開発を担うスタートアップの支援などを行っています。 

・その一環として、健康保険組合や健康経営に取り組まれる企業などの皆さんに、スタートアップが開発した 

「治療・予防アプリ等」のモニタリング等をしていただく取組みを進めていくこととしています。 
※治療・予防アプリ等 

スマートフォンのアプリを医師が処方して病気を治療したり、予防したりすることを目的としたアプリです。 

大阪府が支援するのは、すべて安全性や効果が十分に確認されたものに限ります。 

 

・健康保険組合や企業の皆様には、大阪府が支援するスタートアップが開発した「治療・予防アプリ等」を一定期

間、組合員の皆さま等に無償でお使いいただける「モニタリング」の機会のマッチングをさせていただきます。 

・健康保険組合や企業の皆さまにおかれては、費用負担なし（実費弁償を除く。）で、「治療・予防アプリ等」のモニ

タリングを受けていただけます。「治療・予防アプリ等」はもちろん安全性や効果が十分に確認されたものに限っ

ています。 

・モニタリングでは、アプリ等の使い勝手や実際に本格的に使う場合の値ごろ感などを中心にアンケートを取らせ

ていただきます。アンケート結果は大阪府が行うスタートアップ支援の一環として、アプリ等をどのように改善

すれば、より多くの方々にお使いいただけるかなどをサポートするための根拠資料として、活用させていただき

ます。 

・また、アプリ等を通じて得られた健康関連のさまざまな成果に関するデータは、基本的に健康保険組合や企業

の皆さまにフィードバックさせていただきます。 

 ※アプリ等によって、フィードバックできるデータの範囲等が変わります。 

・以上のようなモニタリングを通じて上がった成果などを十分にご吟味いただき、大阪府ともご相談していただ

き、モニタリングをしていただいたアプリ等について、ご導入いただくことも可能です。 

・治療・予防アプリ等は、自身の健康に関するさまざまなデータを日常で自ら確認することができ、健康づくりへ

の積極的な行動に結び付きやすく、ひいては医療費削減にもつながっていくことも見込まれるなど、さまざま

な面で期待が寄せられているものです。 

・この機会に、ぜひ、モニタリングへのご協力をお願い申し上げます。 

全体の流れ 

 

・まずは大阪府スマートシティ戦略部にご連絡ください。 

・現在、大阪府がつながりをもっているスタートアップの治療・予防アプリ等の情報を共有させていただき、どの

ような治療・予防アプリ等が、皆さまの取組みにマッチするかなど、ご相談させていただきます。 

・そのうえで、実際のモニタリングの期間、対象者・人数などについて、皆さまからのご要望を伺いながら、確認を

進めさせていただきます。 

・その際、アプリ等の使い勝手などについてのアンケートの内容や方法のほか、アプリ等を通じて得られたデータ

のフィードバックの方法などについても、ご相談させていただきながら、確認を進めさせていただきます。 

・なお、大阪府では、こうした取組みについて、令和 6年 6月から、プロポーザル公募で選定した受託者に委託し

て実施する予定で、公募の提案によっては上記「全体の流れ」が一部変更となることもあります。 

まずはご相談から 

 

治療・予防アプリ等をご活用いただくことで、次のような効果が期待できると考えています。 

   ①働く方皆さまお一人おひとりの健康への意識が高まります 

   ②働きやすい職場環境づくりが進みます 

   ③医療費の負担が軽減されます 

このような効果を期待しています 

大阪府が支援する予定のスタートアップの治療・予防アプリ等は裏面をご参照ください 



 
 

 

大阪府では、以下のような安全性や効果が客観的に確認された治療・予防アプリ等を開発したスタートアップを 

支援することを想定しています。 

   ▶認知症に関わる全ての人のＱＯＬを向上      ▶メンタルヘルス領域で様々な軸から社会的課題を解決 

▶行動変容をサポート、三日坊主を防止        ▶排泄予測を通じて自立支援・QOL 向上を支援 

▶心の健康を支えるデジタル・メンタル・プラットフォームを実現    ▶メタバース上での心理カウンセリング 

   ▶睡眠データを軸に人間システムを解明し、診断・予防・治療を実現  

▶健保組合の健診データ等から疾病発生率を算出                            など 

治療・予防アプリなどの想定例 

＜お問い合わせをお待ちしています＞ 

大阪府スマートシティ戦略部 特区推進課 特区推進・規制改革グループ 

TEL：06－6210－9099 メール：tokkusuishin@gbox.pref.osaka.lg.jp 

・「認知症の方」「そのご家族」「医療・福祉従事者」  

からなる 3者の有機的な繋がりを重視 

・認知症ケアを構成するこの 3 者のいずれかを代替

させるものではなく、３者の結びつきを深化させる

テクノロジ・アプリ等を提供 

・認知行動療法やマインドフルネスといった心理学
の理論に、AI の最新技術をかけあわせた AI  
メンタルヘルスアプリ 

・アプリを通じて心身のケアと自分自身への新た
な気づきを増やし自己理解を進めていくことで、
自分にあった方法でのセルフケアマネジメントを
行うことが可能 

認知症に関わる全ての人のＱＯＬを向上 

心の健康を支えるデジタル・メンタル・プラットフォームを実現 

行動変容をサポート、三日坊主を防止 

・新しい習慣を身につけたい 5 人でチームを組み、

チャットで励まし合いながらチャレンジする「三日 

坊主防止アプリ」 

・フレイル予防、重症化予防、禁煙、ダイエットなどの 

 行動変容習慣化に高い効果あり 

メタバース上での心理カウンセリング 

メンタルヘルス領域で様々 な軸から社会的課題を解決 

・メンタルヘルスの状態を、視線データを使用した

AI分析によってより正確で定量的に可視化 

・これらの診断結果からチームの健康情報を管理し、

業務の効率化へ繋げることが可能 

排泄予測を通じて自立支援・QOL 向上を支援 

・小型超音波センサーを用いて排泄のタイミングを

予測するアプリ 

・最適なタイミングでトイレに行くことが可能になる

ため、利用者の自立支援・QOL 向上につながる 

・メタバース上の心理カウンセリングサービス。  

アバターを活用することで利用ハードルを下げ、

自己開示度合いを大幅に高めます 

・精神科医が監修、臨床心理士/公認心理師で組織

され、科学的根拠に基づくカウンセリングを提

供。「未然予防」の観点からのアプローチが可能 

・腕時計型の端末を装着することにより、睡眠の

量・リズム・質や生活習慣を把握、評価 

・腕時計型端末と企業等の特定保健指導と組み 

合わせることで生活習慣病の予防につながり、 

生産性低下の防止も可能 

睡眠データを軸に人間システムを解明し、診断・予防・治療を実現 

・活動量計、塩分測定器を使用することで、歩数や

睡眠、塩分摂取量などのデータを専用アプリに記

録することで毎日の測定をサポート 

・医療機関で疾病管理指導に従事していた専門職
が 6 か月間担当につき、⼀⼈⼀⼈の病状に合わ

せた指導を提供 

健保組合の健診データ等から疾病発生率を算出 
重篤化前に適切な対応を取ることが可能に 

Ⓒ2014 大阪府もずやん 
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次世代スマートヘルススタートアップ創出事業について 
＜事業概要＞ 

事 業 名 次世代スマートヘルススタートアップ創出事業 

契 約 期 間 令和６年５月 31日～令和８年３月 31日（予定） 

契約上限額 160,000千円（税込） 

事 業 目 的 

・大阪府では、スマートシティ戦略 ver.2.0（令和４年３月）を策定し、次世代スマートヘ

ルス分野（治療・予防アプリなどに関する分野をいう。以下同じ。）のスタートアップを

支援し、府民ＱＯＬ向上を図ることとした。 

・次世代スマートヘルス分野は、国においても、今後、毎年 20％の成長が見込まれるとさ

れ、「Dash for SaMD」などの政策パッケージが展開されている。 

・これらを受けて、大阪府ではこれまで、次世代スマートヘルス分野のスタートアップの

資金的支援を行うデジタルヘルスファンド大阪（以下「ファンド」という。）設置促進と、

このファンドを核とした支援環境としての次世代スマートヘルス・ラウンドテーブル大

阪（以下「ラウンドテーブル」という。）の設置運営を行ってきた。 

・今後、2025年日本国際博覧会（以下「万博」という。）に向けて、大阪に次世代スマー

トヘルス分野のスタートアップ・エコシステムを確立させることをめざして、本事業を

実施することとした。 

※スタートアップ・エコシステム 

エコシステムは本来、生態系を意味し、産学官などの多様な機関の相互の関係等の中

でスタートアップが成長することのできる仕組みや環境などのことをいう。 

事 業 内 容 

（１）次世代スマートヘルス分野のスタートアップ（以下「ＳＵ」という。）の発掘 

①ＳＵのリサーチ  

②リサーチ結果に基づくＳＵの社会実装ニーズ等からの評価・選定 

③評価・選定結果に基づくＳＵの個別サポートプランの策定 

④評価・選定結果に基づくＳＵのＷＥＢを通じたＰＲ 

（２）ＳＵの治療・予防アプリ等の社会実装支援 

①ＳＵの治療・予防アプリ等に係るニーズを有する個別の健康経営優良法人・健康保険組合等

（以下「健康経営優良法人等」という。）の把握 

②健康経営優良法人等におけるＳＵの治療・予防アプリ等の一定期間の無償利用の展開に係る

マッチング、その効果測定及び当該結果に基づく当該アプリ等に係る改善支援等 

③前号の改善支援結果に基づく当該健康経営優良法人等との本格利用に係るマッチング支援 

④前各号のほか、ＳＵの治療・予防アプリ等の社会実装を支援するための取組み 

（３）万博開催の機を捉えたＳＵの治療・予防アプリ等の社会実装機会の拡大支援 

①万博会場及び万博会場外で万博開催期間中に開催されるＭＩＣＥ等（Japan Healthな

ど大阪市内で開催されるものいい、以下「ＭＩＣＥ等」という。）における（２）で支援

したＳＵ（以下「支援ＳＵ」という。）の治療・予防アプリ等の展示・催事（※）等 

  ※催事：シンポジウム、ワークショップのほか、マッチングの場の提供等を想定 

②前号において社会実装支援機会の拡大を図った支援ＳＵのフォローアップ支援 

 
 

（４）ＰＲ等 

①（１）～（３）の効率的・効果的なＰＲ等 

②（１）～（３）の取組みを通じて得られたノウハウ等を大阪に還元等させるための 

必要な取組み 

求 め る 

提 案 内 容 

（１）次世代スマートヘルス分野のＳＵの発掘 

・①～④の実施に係る効率的・効果的な体制、手法等 

・①のＳＵのリサーチに係る具体的かつ効果的な調査・把握手法 

・②の評価・選定に係る社会実装可能性以外の具体的な観点及び当該評価・選定の具体的

な手法 

・③の個別サポートプランの策定に係る支援対象候補の把握すべき状況の具体的内容及び

その把握手法のほか、サポートすべき社会実装の具体的なビジョン並びにサポートプラ

ンの具体的かつ効果的な項目及び内容、策定手法 

・④のＷＥＢを通じたＰＲに係る、発信すべき情報の具体的内容並びにＰＲするために 

最適なＷＥＢページの具体的かつ効果的な構築内容及びその運用手法 

・①～④の実効性等を高めるための独自の提案 

（２）ＳＵの治療・予防アプリ等の社会実装支援 

・①～④の実施に係る効率的・効果的な体制、手法等 

・①のＳＵの治療・予防アプリ等に係るニーズを有する健康経営優良法人等の把握に係る

具体的な調査・把握手法 

・②の健康経営優良法人等におけるＳＵの治療・予防アプリ等の一定期間の無償利用のマ

ッチング、その測定手法及び当該結果に基づく当該アプリ等の改善支援に係る具体的か

つ効果的な手法等（効果測定項目等を含む） 

・③の改善支援結果に基づく当該健康経営優良法人等との本格利用に係るマッチング支援

に係る具体的かつ効果的な手法等 

・④の社会実装支援に係る独自の提案 

・①～④実効性等を高めるための独自の提案 

（３）万博開催の機を捉えたＳＵの治療・予防アプリ等の社会実装機会の拡大支援 

・①②の実施に係る効率的・効果的な体制、手法等 

・①の万博会場及びＭＩＣＥ等における支援ＳＵ（60 社以上）の展示等に係る具体的か

つ効果的な内容 

・①の展示等に係る支援ＳＵに求める負担の具体的かつ効果的な内容、手法 

・②の社会実装支援機会の拡大を図った支援ＳＵのフォローアップ支援に係る具体的かつ

効果的な項目及び内容、支援方法 

・①②の実効性等を高めるための独自の提案 

（４）ＰＲ等 

・（１）～（３）の取組みがより効率的、効果的なものとなるようなＰＲの実施手法、内容

その他の事項。 

・（１）～（３）の取組みによって得られる人脈や知識、ノウハウ等を大阪に還元し、定着

させるほか、必要な規制改革提案等を行うための効率的、効果的かつ具体的な内容、手

法等（ラウンドテーブルへの参画及び運営に係る発注者との協働を含めた独自の内容、

手法等） 



次世代スマートヘルススタートアップ創出事業について 

スケジュール 

令和６年３月 22日（金）  公示 

令和６年４月５日（金）  説明会開催 

令和６年４月 12日（金） 質問受付締切 

令和６年４月 22日（月） 提案書類提出締切 

令和６年５月９日（木）    選定委員会 

令和６年５月下旬      事業開始 

令和８年３月 31日（火） 事業終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業者選定の審査・評価基準＞ 

審査項目 審 査 内 容 配点 

企画内容① 

・次世代スマートヘルス分野のＳＵの発掘 

①ＳＵのリサーチ 

②リサーチ結果に基づくＳＵの社会実装ニーズ等からの評価・選定 

③評価・選定結果に基づくＳＵの個別サポートプランの策定 

④評価・選定結果に基づくＳＵのＷＥＢを通じたＰＲ 

１０点 

企画内容② 

・ＳＵの治療・予防アプリ等の社会実装支援 

①ＳＵの治療・予防アプリ等に係るニーズを有する個別の健康経営優良法人等

の把握 

②健康経営優良法人等におけるＳＵの治療・予防アプリ等の一定期間の無償利

用の展開に係るマッチング、その効果測定及び当該結果に基づく当該アプリ

等に係る改善支援等 

③②の改善支援の結果に基づく当該健康経営優良法人等との本格利用に係るマ

ッチング支援 

④①～③のほか、ＳＵの治療・予防アプリ等の社会実装を支援するための取組み 

３０点 

企画内容③ 

・万博開催の機を捉えたＳＵの治療・予防アプリ等の社会実装機会の拡大支援 

①万博会場・ＭＩＣＥ等における支援ＳＵの治療・予防アプリ等の展示・催事等 

②①において社会実装支援機会の拡大を図った支援ＳＵのフォローアップ支援 

２０点 

企画内容④ 

・企画内容①から③に掲げる取組み 

①そのＰＲ手法等 

②これら取組みによって得られる人脈や知識、ノウハウ等を大阪に還元し、定着

させるほか、必要な規制改革提案等を行うための手法等 

２０点 

事業遂行能

力及び実績 

・事業実施可能な体制（財務状況を含む。）及び人員を備えているか。 

・実現可能なスケジュール・内容が示されているか。 

・企画内容①～④の事業実施をより確実なものとするための十分な実績が認めら

れるか（事業共同体での提案であるときは、当該事業共同体を構成する者のい

ずれかのものに当該実績が認められるか否かを総合的に判断）。 

５点 

障がい者 

雇用 

常用労働者 43.5人以上の場合、法定雇用障がい者数を超える障がい者を雇用し

ているかどうか。または、常用労働者 43.5人未満の場合、１人以上障がい者を

雇用しているかどうか。 

５点 

価 格 点 
価格点の算定式 

満点（10点）×提案価格のうち最低価格／自社の提案価格 
１０点 

合 計 100点 

 
 
 
 
 


